
事 務 連 絡 

令和８年２月１３ 日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

附属学校を置く各国立大学法人担当課 

附属学校を置く各公立大学法人担当課 

小中高等学校を設置する学校設置会社を 

所轄する構造改革特別区域法第 12 条  御中 

第１項の認定を受けた各地方公共団体の担当課 

各 国 公 私 立 大 学 担 当 課 

各 公 私 立 短 期 大 学 担 当 課 

各国公私立高等専門学校担当課 

各都道府県専修学校各種学校主管課 

各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課 

 

文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 学 生 支 援 課 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課 

文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当） 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課    

 

往復乗車券及び連続乗車券発売終了に伴う 

学校学生生徒旅客運賃割引証の様式変更について（通知） 

 

このことについて、ＪＲグループより別添のとおり周知依頼がありましたので、事務

担当者及び学生・生徒等へ周知いただくようお願いします。 

また、学校学生生徒旅客運賃割引証の発行や管理については、厳正な取扱いを行うと

ともに、適正な使用等について学生・生徒等に対する指導を引き続きよろしくお願いし

ます。 

各位におかれましては、所管若しくは所轄の学校、その他の教育機関（専修学校、各

種学校等）又は域内の市区町村教育委員会等に対して、このことを周知いただくよう、

併せてお願いします。 

なお、学校学生生徒旅客運賃割引証の様式はＪＲ各社の「旅客営業規則」で定められ

ておりますので、様式変更に関するご質問等については、別添に記載のＪＲ担当部署の

「問い合わせ先」へ直接お問い合わせください。 

 

 

 

 【本件担当】 

文部科学省高等教育局学生支援課厚生係 

TEL：03-5253-4111（内線：2522） 

E-mail：gakushi@mext.go.jp 

※ 周知依頼の内容に関することは、別添に記載の 

「問い合わせ先」へ直接お問い合わせください。 


